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【本稿の概要】

　本判決は、①原告（特許権者）が特許無効審判時と異なる一致点・相違点を主張した点については、「特
許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった公知事実を主張すること
は許されないが（最高裁昭和42年（行ツ）第28号同51年３月10日大法廷判決・民集30巻２号79頁）、審判
において審理判断された公知事実に関する限り、審判の対象とされた発明との一致点・相違点について
審決と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超え
るということはできない」として、審決取消訴訟の審理範囲内であるとした。

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「豆乳発酵飲料」事件−出願日後に製造された物の追試により、
進歩性が否定された事例。）［上］（全２回）

−平成30年（行ケ）第10076号、平成31年３月13日判決言渡（高部裁判長）−
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　また、本判決は、②出願日後に製造された物の追試により、進歩性を否定した。すなわち、被告（無
効審判請求人）が、本件特許出願日以前から販売されていた３種類の豆乳飲料について、同じ製造元・商
品名であるが出願から２〜３年後に製造された３種類の豆乳飲料を追試したところ、粘度が本件発明の
数値範囲内であった。本判決は、出願後２〜３年の間に各豆乳製品の粘度が変わったとは考え難いとして、
粘度の数値限定は容易想到であるとして、進歩性を否定した。なお、本件発明において、粘度が発明の
課題と無関係であったことも重要な考慮要素であったと思われる。
　出願日後の刊行物に基づいて、出願日以前の事実を立証できたとして新規性・進歩性を否定した裁判
例は幾つかあるが（例えば、出願日前の事実を記載している場合、出願日直後に出版されたが入稿は出
願日以前であった場合、等。）、出願日から２〜３年後に製造された物の追試に基づいて進歩性を否定し
た裁判例は初めてであり、参考になると思われる。

【特許請求の範囲、本判決の概要、関連裁判例の紹介】

１．特許請求の範囲（【請求項１】）
「【請求項１】ｐＨが4.5未満であり、かつ７℃における粘度が5.4〜9.0ｍＰａ・ｓであり、ペクチン及

び大豆多糖類を含み、前記ペクチンの添加量が、ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量100質量％に対
して、20〜60質量％である、豆乳発酵飲料（但し、ペクチン及び大豆多糖類が、ペクチンと大豆多糖
類とが架橋したものである豆乳発酵飲料を除く。）」

２．本判決の概要（出願日後に製造された物の追試により、進歩性を否定した）
　（判旨抜粋）

「測定対象となった製品はいずれも本件特許出願日後に製造されたものと見られるところ、消費者の
嗜好が変動し得ることを考慮しても、…本件特許出願後の２年ないし３年の間に、この点につき有意
な粘度条件の変動があったとは考え難く、また、これをうかがわせる具体的な事情もない。」
「７℃における粘度が5.4〜9.0ｍＰａ・ｓである豆乳飲料や発酵乳飲料は、一般に販売され、消費者に

受け入れられていた粘度範囲であり…、その下限値である5.4ｍＰａ・ｓも、本件各発明の課題である
タンパク質等の凝集の抑制と何らの関係も有しない…。」

３．関連裁判例の紹介（※幾つかの抜粋です。詳細は、高石秀樹著「特許裁判例事典【第二版】」（経済
産業調査会）をご参照下さい。）
①気体レーザ放電装置最判（最判昭和51・４・30判タ360号148頁、特許判例百選〔第三版〕第20事件）は、

出願日後に頒布された文献に基づいて出願日当時の技術水準を認定した上で、実用新案法３条２項
の容易推考性を判断し、特許庁の拒絶審決を維持した原審判決（東京高判昭和50・10・23）を維持し、

「実用新案登録出願にかかる考案の進歩性の有無を判断するにあたり、右出願当時の技術水準を出願
後に領布された刊行物によつて認定し、これにより右進歩性の有無を判断しても、そのこと自体は、
実用新案法三条二項の規定に反するものではない。原判決が本願考案出願後の刊行物である甲第六
号証の二によつて右出願当時の技術水準を認定したにすぎないものであることは、同号証の記載及
び原判文に徴し明らかである。ひつきよう、原判決に所論の違法はな」いとして、上告を棄却した。

なお、同最判の原審判決は、「甲第六号証の二には、セラミックスは熱衝撃に弱いからバルク状
のセラミックスをレーザに利用しようとする研究においては、この難点を解決しなければならない
旨の記載はあるが、酸化ベリリウムと熱衝撃抵抗との関係についての記載は見当らない。かえつて、
同号証にはアルゴンレーザの放電に用いられたか、あるいは利用できるだろうセラミツク材料とし
て酸化ベリリウムが挙げられていることを認めることができる。」と判示していた。

出願後に領布された刊行物であっても、それにより出願時の技術水準を立証できる刊行物であれ
ば、該刊行物に基づいて出願時の技術水準を認定できることは学説・裁判例は一致していると思わ


